旅　　　費　　　規　　　程

第１条　　役員および社員が社用のため旅行するときは本規程により旅費を支給する。
第２条　　旅費は順路によって計算する。但し、天災その他やむを得ない事由で順路によって旅行し難い場合には実際に経過した通路による。
第３条　　出張旅費は交通費、日当及び宿泊料の三種とする。
第４条　　役員及び社員が出張する場合の旅費は次の基準によって支給する。
	区分
	交通費
	日当
	日当
	宿泊費
	宿泊費

	
	
	国内
	国外
	国内
	国外

	社　長
	実費
	15千円
	30千円
	実費
	実費

	役　員
	実費
	10千円
	20千円
	実費
	実費

	社　員
	実費
	 5千円
	10千円
	実費
	実費



第５条　　在勤地より順路片道50㎞以内の地に旅行するときは日当を支給しない。
第６条　　旅行の用務又は旅行地の状況その他特別の事情のため所定の金額を超えて支出　した場合はその実費を支給する。但しこの場合には相当の支払証明を必要とする。
第７条　　旅費の請求精算は帰着後１ヶ月以内に所定の旅費精算書を以って行うものとする。
第８条　　本規程に定めのない事項についてはその都度事情を考慮して決定する。
第９条　　本規程は制定の日より之を実施する。


　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人名　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　


